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ま え が き 
 

 現代日本の集団的労使関係システムにおいては、企業別に組織された労働組合が中心であ

るなかで、その組織率は年々低下傾向をみせており、また組合が使用者側と締結する労働協

約も、労働条件決定システム全体のなかの存在感は希薄化しつつある。また、近年の労働法

政策においては、長時間労働の是正や同一労働同一賃金などに代表されるように、どちらか

といえば個別的労働関係法上の問題が、ホット・イシューとなりつつある。 

 しかしながら、我が国においては憲法 28 条によって労働組合こそが労働者代表の中心に

位置付けられ、労働条件決定システムにおいても、労働協約には国家法に次ぐ上位規範とし

ての地位が付与されている。また、上記のような個別的労働関係法上の政策についても、そ

の実施や制度設計に当たって、集団的労使関係システムは決して無関係ではありえない。 

このようにみてゆくと、現在にあって「集団的労使関係システムの再構築」というテーマ

に取り組むべき必要性は、いささかも失われておらず、近い将来、立法政策の現場において

も正面から議論の俎上に上ってくる可能性がある。そしてそうであるとすれば、日本の問題

状況や検討すべきポイントを相対的に浮かび上がらせるためにも、日本とは異なる形での集

団的労使関係システムを持つ諸外国の現状を、法制度面のみならず、実態にまで立ち入って、

正確にフォローしておくこともまた、中長期的かつ基礎的研究課題としては、価値があるよ

うに思われるのである。 

 このような問題意識のもと、本報告書は、産業レベルと事業所レベルにおいて二元的な形

での労使関係が形成されてきたドイツを採り上げ、同国における集団的労使関係システムの

現代的な展開を、包括的に、かつ可能な限り実態レベルにまで踏み込んだ形で描き出すこと

を目的とするものである。具体的には、産業レベルでの労働協約システムと事業所レベルに

おける従業員代表システムの法的構造、および両システムの関係（とりわけ、「分権化」問題）、

更に労働協約システムに関する最近のドイツの法政策やそれをめぐる議論動向などについて、

現地でのヒアリング調査や、実際の労働協約などの資料分析をも用いつつ、検討を行ってい

る。 

 本報告書が多くの人々に活用され、今後の労働法政策に関わる政策論議に役立てば幸いで

ある。 

 

 2017 年 3 月 
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理事長  菅 野 和 夫 
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